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市
内
の
空
間
線
量
率
観
測
結
果 

～
10
月
も
通
常
の
範
囲
内
で
し
た
～

　
毎
日
午
前
９

時
に
、
上
越
地

域
消
防
事
務
組

合
管
内
の
各
消

防
署
に
お
い

て
、
地
上
１

メ
ー
ト
ル
で
測

定
し
た
値
（
月
間
の
平
均
値
、
最

小
値
、
最
大
値
）
は
、
い
ず
れ
も

通
常
の
値
で
あ
る
毎
時
０
・
０
１

６
～
０
・
１
６
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

ル
ト
の
範
囲
内
で
し
た
。

問
環
境
政
策
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
９
０
）

従
業
員
の
市
民
税・県
民
税
は

給
与
天
引
き（
特
別
徴
収
）で

　
給
与
所
得
者
（
従
業
員
）
の
市

民
税・県
民
税
は
、給
与
支
払
者（
事

業
主
）
が
給
与
か
ら
天
引
き
し
て

納
付
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
や
非
常
勤
職
員
で
も
特

別
徴
収
が
必
要
で
す
。

　
ま
だ
特
別
徴
収
を
行
っ
て
い
な

い
事
業
主
は
、
令
和
６
年
度
の
特

別
徴
収
の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎

０
２
５
・
５
２

０・５
６
５
０
）

農
業
所
得
の
申
告

●
農
業
従
事
者

　
領
収
書
な
ど
の
関
係
書
類
を
集

計
し
、
収
入
と
経
費
を
記
載
し
た

収
支
内
訳
書
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
個
人
や
法
人
か
ら
賃
金

や
作
業
料
な
ど
を
受
け
取
っ
た
場

合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

●
小
規
模
農
家

　
水
稲
作
付
50
ア
ー
ル
未
満
の
人

は
、
調
査
票
を
市
へ
提
出
す
る
こ

と
で
収
支
内
訳
書
の
提
出
を
省
略

で
き
る
た
め
、
市
民
税
・
県
民
税

の
申
告
時
間
を
短
縮
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
調
査
票
は
令
和
６

年
２
月
上
旬
頃
に
発
送
し
ま
す
。

●
田
畑
を
小
作
に
出
し
て
い
る
人

　
個
人
や
法
人
か
ら
小
作
料
を
受

け
取
っ
た
場
合
は
、
不
動
産
所
得

と
し
て
申
告
が
必
要
で
す
。

●
法
人
の
代
表
者

　
法
人
の
構
成
員
が
申
告
し
や
す

い
よ
う
、
小
作
料
、
賃
金
、
作
業

委
託
料
、
機
械
借
上
料
な
ど
の
項

目
別
に
支
払
金
額
を
ま
と
め
、
構

成
員
に
配
付
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
（
☎
０
２
５・５
２
０・

５
６
５
０
）

建
物
を
取
り
壊
し
た
ら 

届
け
出
を

　
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
住
宅
や
車
庫
な
ど
の
建
物
を
取

り
壊
し
た
と
き
（
一
部
分
の
取
り

壊
し
を
含
む
）
は
、
現
況
確
認
が

必
要
で
す
。
必
ず
「
家
屋
滅
失
届

出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
が
な
い
と
、
建
物
が
あ
る

も
の
と
し
て
、
引
き
続
き
課
税
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
届
出
書
は
、
問
合
せ
先
に
あ
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
、

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
か
ら
も
申
請

で
き
ま
す
。

問
税
務
課
（
☎

０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
５

２
）、
各
総
合

事
務
所

令
和
６
年
度 

償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
）の
申
告

　
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
償
却
資
産
を
所
有
す
る
法
人
や

個
人
事
業
主
は
、
令
和
６
年
１
月

１
日
現
在
の
状
況
を
申
告
期
限
ま

で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
市
内
で
事
業
に
使
用
し
て
い
る

資
産（
使
用
可
能
な
資
産
も
含
む
）　

※
土
地
や
家
屋
と
し
て
評
価
さ
れ

て
い
る
資
産
や
、
軽
自
動
車
税
、

自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
資
産
は

除
く　
申
令
和
６
年
１
月
31
日
㊌

ま
で
に
電
子
申
告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
）
ま
た
は
税
務
課
、
南
・
北
出

張
所
、
各
総
合
事
務
所
へ
書
面
で

申
告　
※
電
子
申
告
の
利
用
は
事

前
に
届
け
出
が
必
要
で
す　
問
税

務
課
（
☎
０
２

５
・
５
２
０
・

５
６
５
２
）

道
路
の
穴
や
側
溝
の
破
損
を

見
つ
け
た
ら
ご
連
絡
を

　
側
溝
や
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
破
損
、

道
路
の
穴
は
通
行
の
支
障
と
な
り

ま
す
。
特
に
雪
が
降
る
と
、
舗
装

が
壊
れ
や
す
く
な
り
、
交
通
事
故

の
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　
誤
っ
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
道
路

沿
い
の
視
線
誘
導
標
（
反
射
柱
）

を
損
傷
し
た
場
合
は
、
問
合
せ
先

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

破
損
箇
所
を
見
つ
け
た
場
合
は
、

電
話
ま
た
は
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か

ら
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

問
道
路
課
（
☎

０
２
５
・
５

２
０
・
５
７
７

４
）、
各
総
合

事
務
所

「
平
和
の
礎い

し
じ

」
の
追
加
刻
銘

　
沖
縄
県
糸
満
市
の
平
和
祈
念
公

園
内
に
、
沖
縄

戦
で
亡
く
な
っ

た
全
て
の
人
の

氏
名
を
刻
ん
だ

記
念
碑
「
平
和

の
礎
」
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
刻
銘

さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
追
加
で
刻

銘
が
で
き
ま
す
。

対
昭
和
19
年
３
月
22
日
～
昭
和
21

年
９
月
７
日
の
間
に
、
沖
縄
県

区
域
お
よ
び
南
西
諸
島
周
辺
で
沖

縄
戦
が
原
因
で
亡
く
な
っ
た
人　

	

問
生
活
援
護
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
９
７
）
ま
た
は
新
潟

県
福
祉
保
健
総
務
課
援
護
恩
給
室

（
☎
０
２
５・２
８
０・５
１
８
０
）

高
田
城
三
重
櫓
の
冬
季
開
館
日
と

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

問
歴
史
博
物
館
（
☎
０
２
５
・
５

２
４
・
３
１
２
０
）

●
冬
季
開
館
日
（
１
月
～
２
月
）

金
曜
日
～
日
曜
日
、
祝
日

○	

休
館
日
＝
月
～
木
曜
日
、
年
末

年
始
（
12
月
29
日
㊎
～
令
和
６

年
１
月
３
日
㊌
）

○	

開
館
時
間
（
12
月
～
３
月
）
＝

午
前
10
時
～
午
後
４
時

●
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

時
12
月
28
日
㊍

～
１
月
３
日

㊌
、
日
没
～
午

前
２
時
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